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⼥性の健康に関する事項に関する論点について
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４第４回 労働安全衛生法に基づく一般

健康診断の検査項目等に関する検討会



１．骨粗鬆症に関する課題
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○健診として実施すべきとの意⾒もあったが、業務との関連等について、

更なる議論が必要。

○一方、健康局が中心になり、骨粗鬆症の検診を新たに考えるというこ

とで、研究班が⽴ち上がっている。

健康局における骨粗鬆症検診の検討状況を確認後、あらためて

本検討会にてご議論いただくのはいかがか。



２．⽉経困難症、更年期症状等の⼥性の健康に関する課題①
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○健診項⽬への追加について、要否両論があった。

○業務起因性・業務増悪性については夜勤やセデンタリーワークは可能性

があるとされた。

○⽉経困難症や更年期への職場での対応については、⼥性の就労状況の

変化に伴い、⼥性活躍の観点から社会的な要請が強くなってきている。

○健診項目に追加する場合、どのように組み込み、事後措置をどのよう

に実施するか議論が必要。



２．⽉経困難症、更年期症状等の⼥性の健康に関する課題②
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⼀般定期健康診断において、⽉経困難症、更年期症状等の⼥性の健康課題について検討する際には以下の論点がある

のではないか。

一般定期健康診断において、対象とすべき健康事象の範囲は何か。

１．対象となる健康事象の健診を⾏う意義について

業務起因・業務増悪があるのか。

健診を⾏う場合、

２．健診方法について

健診⽅法として問診が適切か。

３．事業者が⾏うべきことについて

事業者が健診後に⾏うべきことは何か。

４．健診費用について

費⽤増⼤が⾒込まれるか。

５．健康情報の把握について

労働者の知られたくない権利をどう考えるか。



一般定期健康診断における問診について①

３４ 第四四条関係

(1) 第⼀号の「既往歴」または「業務歴」は、直近に実施した健康診断以降のものをいうこと。

(2) 第⼆号は、第⼀三条第⼀項第⼆号に掲げる業務に従事する受診者については、その者の業務の種類、性別、年齢等に応じ必要な内容

にわたる検査を加えるものとすること。

(3) 第二号の検査のうち、「自覚症状」に関するものについては、最近において受診者本人が自覚する事項を中心に聴取することとし、

この際本⼈の業務に関連が強いと医学的に想定されるものをあわせて⾏なうものとすること。

(4) 第⼆号の検査のうち、「他覚症状」に関するものについては、受診者本⼈の訴えおよび問視診に基づき異常の疑いのある事項を中⼼

として医師の判断により検査項⽬を選定して⾏なうこと。なお、この際医師が本⼈の業務に関連が強いと判断した事項をあわせ⾏なうも

のとすること。

(5) （略）

６ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

「他覚症状」に関するものについては、昭和47年基発第601号に基づき、受診者本⼈の訴え及び問視診に基づき異常の疑いのある事項

を中⼼として医師の判断により検査項⽬を選定して⾏うとしているが、その際の選定して⾏う検査項⽬は、打診、聴診、触診などの臨床

診察的な手法による検査であること。

特殊健康診断の対象とされていない化学物質を取り扱う労働者については、必要に応じて事業者と健康診断を実施する医師等が連携し、

安全データシート（SDS）で記載されている健康影響が⾒られるか否か等の調査を⾏うことが重要であることに留意すること。

定期健康診断等における診断項目の取扱等について（平成29年８⽉４⽇基発0804第４号）

⼀般定期健康診断における問診は、①省令項⽬である「既往歴及び業務歴の調査」及び「⾃他覚症状の有無の検査」と、

②『「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協⼒事項について」の⼀部改正について（令

和５年７⽉31日基発0731第１号、保発0731第４号）』にて示している「一般健康診断問診票」がある。

事業者は、常時使用する労働者（第45条第１項に規定する労働者を除く。）に対し、１年以内ごとに１回、定期に、次の項⽬について

医師による健康診断を⾏わなければならない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三〜⼗⼀ （略）

労働安全衛⽣規則の施⾏について（昭和47年９⽉18日 基発第601号の１）

労働安全衛生規則第44条



一般定期健康診断における問診について②

定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協⼒事項について

１.（略）

２. 定期健康診断等及び特定健康診査の実施と保険者への情報提供の方法等

（１）定期健康診断等及び特定健康診査の一体的な実施

特定健康診査では、既往歴の聴取において服薬歴（※）及び喫煙習慣を聴取することとしている。労働安全衛生規則（昭

和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。）に規定する定期健康診断等では、既往歴の調査項目に服薬歴及び喫

煙歴が位置づけられていないが、事業者と保険者が緊密に連携して労働者の健康増進に取り組む必要があり、服薬歴及び喫

煙歴の有無は特定保健指導の対象者の抽出に不可⽋な調査項⽬であること、定期健康診断等では従来からこれらを聴取して

いる場合が多いことから、今後は、原則として、定期健康診断等と特定健康診査の検査項目が同時に実施されるようにする

こととし、特定健康診査の必須項⽬である服薬歴及び喫煙歴を含む問診については別添１（令和 6 年４⽉１⽇からは別添１

の２。以下同じ。）を⽤いて⾏い、その結果を保険者に提供すること。

なお、定期健康診断等において実施される既往歴及び業務歴の調査、自覚症状の有無の検査について、別添１の問診票の

項目以外の項目は医師の判断により適宜追加すること。

何らかの事情により別添１以外の問診票を用いざるを得ず、また、安衛則に基づく健康診断個人票に服薬歴及び喫煙歴の

有無が記載されていない場合でも、事業者がこれらに関する情報を定期健康診断等の問診等により把握している場合には、

健康診断個人票の写しと併せて、その結果を保険者に提供すること。

また、定期健康診断等の実施時に服薬歴及び喫煙歴について聴取を⾏わなかった場合は、保険者が労働者個⼈に対して直

接に聴取を⾏う可能性がある旨を周知すること。

（以下、略）

「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協⼒事項について」の

⼀部改正について（令和５年７⽉31日基発0731第１号、保発0731第４号）



一般定期健康診断における問診について③

「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協⼒事項について」の

⼀部改正について（令和５年７⽉31日基発0731第１号、保発0731第４号）

参考



一般定期健康診断における問診について④

「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協⼒事項について」の

⼀部改正について（令和５年７⽉31日基発0731第１号、保発0731第４号）

別添１の２ 一般健康診断問診票（No.、質問項目、回答を抜粋） ※No.9〜30は特定健診「標準的な質問票」

No. 質問項目 回答

1これまでに、重量物の取扱いの経験がありますか。 ①はい②いいえ

2これまでに、粉塵の取扱いのある業務経験がありますか。 ①はい②いいえ

3これまでに、激しい振動を伴う業務経験がありますか。 ①はい②いいえ

4これまでに、有害物質の取扱いのある業務経験がありますか。 ①はい②いいえ

5これまでに、放射線の取扱いのある業務経験がありますか。 ①はい②いいえ

6現在の職場では、どのような勤務体制で働いていますか。
①常時日勤
②常時夜勤
③交替制（日勤と夜勤の両方あり）

7
現在の職場での、直近１ヶ月間の１日あたりの平均的な労働時間はどのぐらい
ですか。

①６時間未満
②６時間以上８時間未満
③８時間以上10時間未満
④10時間以上

8
現在の職場での、直近１ヶ月間の１週間あたりの平均的な労働日数はどのぐら
いですか。

①３日間未満
②３日間以上５日間未満
③５日間
④６日間以上

参考



一般定期健康診断における問診について⑤

「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協⼒事項について」の

⼀部改正について（令和５年７⽉31日基発0731第１号、保発0731第４号）

別添１の２ 一般健康診断問診票（No.、質問項目、回答を抜粋） ※No.9〜30は特定健診「標準的な質問票」

No. 質問項目 回答

現在、aからcの薬の使用の有無{※}

9a． 血圧を下げる薬 ①はい②いいえ

10b． 血糖を下げる薬又はインスリン注射 ①はい②いいえ

11c． コレステロールや中性脂肪を下げる薬 ①はい②いいえ

12
医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けた
ことがありますか。

①はい②いいえ

13
医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受け
たことがありますか。

①はい②いいえ

14
医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）
を受けていますか。

①はい②いいえ

15医師から、貧血といわれたことがありますか。 ①はい②いいえ

16

現在、たばこを習慣的に吸っていますか。
（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、条件１と条件２を両方満たす者である。
条件１：最近１か月間吸っている
条件２：生涯で６か月間以上吸っている、又は合計１００本以上吸っている）

①はい（条件１と条件２を両方満たす）
②以前は吸っていたが、最近１か月間は
吸っていない（条件２のみ満たす）

③いいえ（①②以外）

1720 歳の時の体重から 10kg 以上増加していますか。 ①はい②いいえ

18
1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施して
いますか。

①はい②いいえ

19
日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施して
いますか。

①はい②いいえ

20ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いですか。 ①はい②いいえ

21食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。

①何でもかんで食べることができる
②⻭や⻭ぐき、かみあわせなど気になる部
分があり、かみにくいことがある
③ほとんどかめない

※医師の診断・治療のもとで服薬中の者を指す。

参考



一般定期健康診断における問診について⑥

「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協⼒事項について」の

⼀部改正について（令和５年７⽉31日基発0731第１号、保発0731第４号）

別添１の２ 一般健康診断問診票（No.、質問項目、回答を抜粋） ※No.9〜30は特定健診「標準的な質問票」

＊本問診票は、労働安全衛⽣法に基づく定期健康診断等と⾼齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査の項⽬を同時に実施する場合の、
標準的な問診票です。

No. 質問項目 回答

22人と比較して食べる速度が速いですか。 ①速い②ふつう③遅い

23就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ありますか。 ①はい②いいえ

24朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日②時々
③ほとんど摂取しない

25朝食を抜くことが週に 3 回以上ありますか。 ①はい②いいえ

26
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度はどのくらいですか。
（※「やめた」とは、過去に月１回以上の習慣的な飲酒歴があった者のうち、
最近１年以上酒類を摂取していない者）

①毎日 ⑤⽉に１〜３⽇
②週５〜６⽇ ⑥月に１日未満
③週３〜４⽇ ⑦やめた
④週１〜２⽇ ⑧飲まない（飲めない）

27

飲酒日の１日当たりの飲酒量
日本酒１合（アルコール度数 15 度・180ｍｌ）の目安：ビール（同５度・500
ｍｌ）、焼酎（同 25 度・約 110ml）、ワイン（同 14 度・約 180ml）、
ウイスキー（同 43 度・60ml）、缶チューハイ（同５度・約 500ml、同７度・
約350ml）

① １合未満
②１〜２合未満
③２〜３合未満
④３〜５合未満
⑤５合以上

28睡眠で休養が十分とれていますか。 ①はい②いいえ

29運動や食生活等の生活習慣を改善しようと思っていますか。

①改善するつもりはない
②改善するつもりである（概ね６か月以内）
③近いうちに（概ね１か月以内）改善するつもり
であり、少しずつ始めている

④既に改善に取り組んでいる（６か月未満）
⑤既に改善に取り組んでいる（６か月以上）

30生活習慣の改善について、これまでに特定保健指導を受けたことがありますか。①はい②いいえ

31何か健康について相談したいことがありますか。 ①はい②いいえ

参考


